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告 示 

 

兵庫県告示第623号 

 令和５年兵庫県告示第813号（建築基準条例に基づく区域の指定）の一部を次のように改正する。 

  令和６年７月１日 

 

                                   兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

表中 

「   

加西インター産業団地地区地区

計画（全部） 

加西市中富町字西堤、字井口、字二又及び字大ノ

池の全部並びに字磯辺、字西ノ下、字馬橋、字森

ケ坪、字平田、字当千田、字前田、字中ノ坪、字

鯉田、字柿ケ坪、字明先、字チブク、字落合及び

字野間の各一部、殿原町字五反田、字大橋、字ナ

ゴメ、字茨田及び字長田の全部並びに字長礒、字

土ノ坪、字甲田、字桃梨子及び字前田の各一部並

びに越水町字辻井の全部並びに字宮田及び字谷の

各一部で別図に示す区域 

                                          」 

を 

「              

加西インター産業団地第１期地

区地区計画（全部） 

加西市中富町、殿原町及び越水町の各一部で別図

に示す区域 

                                          」 

に、 

「  

鶉野上町産業集積地区地区計画

（全部） 

加西市鶉野町字飯森前、字家塚及び字家塚浦の各

一部で別図に示す区域 

                                          」 

を 

「     

鶉野上町産業集積地区地区計画

（全部） 

加西市鶉野町字飯森前、字家塚及び字家塚浦の各

一部並びに琵琶甲町字平野の一部で別図に示す区

域 

                                          」 

に改める。 
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